
日
(火)
ま
で
に
、
八
橋
、
外
旭
川
、
寺
内
、
飯

島
、
将
軍
野
、
土
崎
地
区
で
行
い
ま
す
。

熱
量
変
更
作
業
の
際
に
は
、
お
持
ち
の
ガ

ス
器
具
を
無
償
で
調
整
し
ま
す
の
で
、
ご
在

宅
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

な
お
、
作
業
日
な
ど
詳
し
い
内
容
に
つ
い

て
は
、
熱
量
変
更
作
業
日
の
約
３
週
間
前
に

お
送
り
す
る
「
お
知
ら
せ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

東
部
ガ
ス
�
熱
量
変
更
推

進
室
q(

８
８
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２
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市
営
バ
ス
の
時
刻
表
を
、
交
通
局
、
市
役

所
・
土
崎
支
所
の
バ
ス
コ
ー
ナ
ー
、
秋
田
駅

前
定
期
券
発
売
所
、
駅
前
バ
ス
案
内
所
、
各

地
域
セ
ン
タ
ー
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
、
文
化
会
館
、
公
民
館
、
市
立
病
院
な
ど

で
さ
し
あ
げ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

ま
た
、
時
刻
表
の
フ
ァ
ク
ス
サ
ー
ビ
ス
も

行
っ
て
い
ま
す
。
お
申
し
込
み
の
際
は
、
氏

名
、
必
要
な
停
留
所
名
と
行
き
先
、
電
話
番

号
、
フ
ァ
ク
ス
番
号
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

郵
送
を
希
望
の
か
た
は
、
返
送
用
切
手
を
同

封
の
う
え
、
〒
０
１
１
‐
０
９
０
１
秋
田
市

寺
内
字
蛭
根
８
５
‐
９
秋
田
市
交
通
局

●
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せ
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５
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８
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市
営
バ
ス
の
時
刻
表
を

さ
し
あ
げ
ま
す

６
健康診査スケジュール

生活習慣病の予防を！
生活習慣病を予防する各種健康診査は、それぞれ

年に１回受診できます。今年度の健康診査は、下表
のスケジュールで行います。
健康診査は、各地区を巡回する検診車で受ける

「集団健診」と、医療機関で受ける「個別健診」があ
ります。地区ごとの日程や詳しい内容は、広報あき
たで随時お知らせします。

問い合わせ

建設工事も

分別とリサイクルを
５月30日から建設リサイクル法が

施行され、建設廃棄物の分別・再資
源化が義務づけられます。

■分別解体の届出窓口…建築物は建築指導課q(866)2153
その他の工作物は建設総務課q(866)2132

■再資源化に関する問い合わせ…産業廃棄物対策室q(866)2943

解体・新築工事などの受注者は、建築物などに使用
されているコンクリート、アスファルト、木材を、現
場で分別し、再資源化することが義務づけられます。
対象となる建設工事は、下記のとおりです。
また、発注者は、建設業許可業者か解体工事登録業

者へ工事を発注することが必要となり、事前に市役所
への工事の届出、分別解体・再資源化のための適正な
費用負担が義務づけられます。

●建てる前から考えて●●●
家やビルなどを建てる際、発注者は、解体するとき

のことを考えて、リサイクルしやすい建築構造や材料
を建設業者などと一緒に考えることも大切です。

●分別することが義務に●●●

平成14年度の市民税・県民税の納税通知書を６
月３日(月)にお送りします。課税明細書を添えてい
ますので、税額などをお確かめください。
今年度も所得割額の15㌫相当額(４万円が限度)の

定率減税を行っています。課税内容についての問
い合わせは、市民税課q(866)2055

●納付・減免の相談を受け付けます
災害などの特別な事情があるかたには、市民

税・県民税の減免制度があります。また、納付相
談も受け付けています。
納付についての相談は、納税課q(866)2058へ、

減免については納期限の７日前までに市民税課

●平成13年中の所得証明書などを交付します
平成13年中の所得金額に関する証明書の交付は、

納税通知書が送られるかたには６月３日(月)から、
市役所、土崎支所、新屋支所で行います。
市役所や金融機関、健康保険組合、育英会など

から証明書の提出を求められたときには、必要な
証明書の種類や年度をお確かめください。また、
本人や同居親族以外のかたが証明書を請求すると
きは、委任状が必要です。証明関係についての問
い合わせは、市民税課q(866)2054

市民税・県民税の納税通知書

建築物＝解体は80㎡以上、新築は500㎡以上(床面積)
修繕は１億円以上(契約金額)

その他の工作物(土木構造物など)＝500万円以上(契約金額)

対
象

発送は 6月3日（月）です

広報あきた　５月24日号13


